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令和６年度第２回静岡県がん対策推進協議会 議事録

日 時
令和７年２月３日 (月 )

午後３時から午後４時 56分まで

場 所
県庁西館４階第１会議室ＡＢＣ（オンライン）

（静岡市葵区追手町９番６号）

出席委員

森 貴志（会長）、加陽 直実（副会長）、上坂 克彦（副会長）、

秋元 伸哉、秋山 欣丈、池田 恵一、板倉 称、岡田 国一、

小阪 謙三（金本 秀行（代理出席））、鈴木 昭彦、鈴木 健雄、田内 一

民、田中 一成、冨永 伸彦、富永 久雄、平野 明弘、星野 希代絵、前島 稔

生、増井 均、松本 志保子、溝渕 俊次、毛利 博、矢後 綾子、山本 貴道

＊五十音順（会長、副会長を除く。）

出席した

県職員等

（事務局）

森 貴志（再掲・副知事）、青山 秀徳（健康福祉部長）、

赤堀 健之（健康福祉部部長代理）、奈良 雅文（健康福祉部理事）、

高須 徹也（健康福祉部理事）、藤森 修（医療局長）、

安間 剛（医療局技監）、米山 紀子（医療政策課長）、

松林 康則（地域医療課長）、小松 栄治（疾病対策課長）、

齋藤 朋子（福祉長寿政策課地域包括ケア推進班長）、

村松 規雄（こども家庭課長）、塩津 慎一（感染症対策課長）、

鈴木 和幸（健康政策課長）、川田 敦子（健康増進課長）、

大森 康弘（国民健康保険課長）、佐野 充夫（薬事課長）、

鈴木 紳之（新産業集積課新産業集積第１班長）、

吉田 育未（労働雇用政策課労働政策班主任）、

夏目 伸二（教育委員会健康体育課長）

議 題

（１）協議事項

ア 第４次静岡県がん対策推進計画の進行管理

（２）報告事項

ア 第１回静岡県がん対策推進協議会書面開催結果

イ がん患者団体リストの公表

ウ 協定締結企業との連携

エ 静岡県がん登録協議会の設置・開催

オ ＨＰＶワクチンキャッチアップ接種経過措置

配布資料

＜協議事項＞

【協議１】第４次静岡県がん対策推進計画の進行管理

＜報告事項＞

【報告１】第１回静岡県がん対策推進協議会書面開催結果

【報告２】がん患者団体リストの公表

【報告３】協定締結企業との連携

【報告４】静岡県がん登録協議会の設置・開催

【報告５】ＨＰＶワクチンキャッチアップ接種経過措置

＜参考資料＞

静岡県がん対策推進協議会設置要綱

第４次静岡県がん対策推進計画
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午後３時開会

○司会 本日は、御多用の中、お集まりいただきまして、誠にありがとうござい

ます。私は、本日の司会を務めます静岡県疾病対策課の栗田でございます。よ

ろしくお願いいたします。

定 刻 と なり ま し た の で、 こ れよ り 令 和 ６ 年度 第 ２ 回静 岡 県が ん 対 策 推 進協

議会を開催いたします。

Webで 御 参加の皆様におかれましては、カメラをオンにしていただきますよ

う、よろしくお願いします。

まず初めに、本日の会議は、情報提供の推進に関する要綱に基づき公開とい

たします。また、議事録につきましても、後日静岡県ホームページ上に公開い

たしますので御承知おきください。

そ れ で は開 会 に 当 た りま し て、 静 岡 県 副 知事 の 森 から 皆 様に 御 挨 拶 申 し上

げます。

○森副知事 皆様こんにちは。立って挨拶すべきですけれども、着座にて挨拶を

させていただきます。

本 日 は 御多 用 の 中 、 令和 ６ 年度 第 ２ 回 静 岡県 が ん 対策 推 進協 議 会 に ご 参加

いただきまして誠にありがとうございます。

第 １ 回 目で ご ざ い ま すけ れ ども 、 ち ょ っ とこ ち ら の都 合 がご ざ い ま し て書

面で行なわせていただきました。ですので、今回が皆様方と対面での初めての

会合ということでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

昨年度は、静岡県がん対策推進計画というものの改定に当たりまして、委員

の皆様方からは様々な意見をいただきまして誠にありがとうございます。おか

げさまをもちまして第４次の計画が策定できましたことを、この場をお借りい

たしまして厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。

そこでは、「がん患者を減らし、見つけ、治し、支える」といった全体目標

を掲げさせていただきました。今後は、この計画に沿いまして、重点項目とし

て次の取組を行いたいというふうに思います。「減らし」「見つけ」では、が

んの予防と検診の徹底ということですね。それから「治し」「支える」では、

主に高齢者のがん対策、それから緩和ケアと支持療法の充実ということで進め

ていきたいというふうに思っています。そして、全体を包括する意味合いを持
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ちまして、どこにいても最新のがん情報といったものが得られますように、が

ん情報の均てん化といったものを図ってまいりたいということでございます。

ところで、昨年ですけれども、令和４年の都道府県別の健康寿命というもの

が公表されました。男女とも全国１位が静岡県ということになりまして、本日

お集まりの皆様方をはじめ、健康づくりにご尽力いただきました関係の皆様方

に改めて御礼申し上げます。どうもありがとうございます。

とりわけ、その健康寿命につきまして、がんについて申し上げますと、高齢

化とともにがん患者が増える傾向にあるということですね。また長期の療養が

必要になるということなどから、健康寿命の延伸にとりましては、このがんと

いうのが、その延伸に立ちはだかる大きな要因とも考えられます。

さらには、闘病生活におきましては QOLの 低 下も強く関わりを持つというこ

とでございまして、県民幸福度を高めていく本県の政策目的におきましても、

こ の が ん 対 策 と い う の は 非 常 に 重 要 な も の だ と い う ふ う に 考 え て い る と こ ろ

でございます。

本日は、計画の進捗状況を踏まえまして、がん対策の推進に向けた忌憚のな

い御意見を委員の皆様方からお聞きし、反映していきたいというふうに思って

おります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

○司会 議事に先立ちまして、当協議会の委員の御紹介をいたします。

当協議会の委員につきましては、昨年７月に一斉改選となりました。委員就任

について御承認いただきましたことに、改めて感謝申し上げます。

改 選 前 か ら 引 き 続 き 御 就 任 い た だ い て お り ま す 委 員 の 皆 様 に つ き ま し て

は、スライド３から４の委員名簿をもって御紹介に代えさせていただき、新た

に委員に就任された方のみをこの場で御紹介いたします。

静岡県医師会会長 加陽直実様。

○加陽委員 よろしくお願いいたします。

○ 司会 静 岡県 立 総 合 病 院副 院 長 小 阪 謙 三 様。 小 阪 様に つ きま し て は 、 本日

は、がん診療部長 金本秀行様に代理出席いただいております。

○金本委員（小阪委員代理） 小阪の代理で出席します金本と申します。よろし

くお願いいたします。

○司会 続きまして、静岡県市長会、三島市副市長 鈴木昭彦様。
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○鈴木（昭）委員 鈴木でございます。よろしくお願いいたします。

○司会 アルファ・クラブ浜松胃交会副会長 鈴木健雄様。

○鈴木（健）委員 鈴木です。よろしくお願いします。

○司会 静岡県国民健康保険団体連合会常務理事 前島稔生様。

○前島委員 前島です。よろしくお願いします。

○司会 どうぞよろしくお願いします。

それでは議事に移ります。

これ以降の議事進行は、当協議会会長である森副知事にお願いいたします。

○森会長 それでは、ここから先は私が議事進行を務めさせていただきます。

議 題 に 入り ま す 前 に 、静 岡 県が ん 対 策 推 進協 議 会 設置 要 綱第 ３ 条 第 ３ 項に

基づきまして、副会長２名を指名させていただきたいというふうに思います。

静岡県医師会会長の加陽委員、それから県立静岡がんセンター総長の上坂委員

を副会長として指名をしたいというふうに考えてございます。

おのおのお伺いしますけれども、加陽委員、いかがでしょうか。

○加陽委員 よろしくお願いいたします。

○森会長 ありがとうございます。

それでは上坂委員、いかがでしょう。

○上坂委員 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○森会長 ありがとうございました。

それでは、副会長は、それぞれ加陽副会長、それから上坂副会長というふう

になりましたので、引き続き会議を進めさせていただきたいと思います。

それではすみません。御移動いただきたいと思います。

それでは議事を進めさせていただきます。

本 日 の 議題 で ご ざ い ます け れど も 、 皆 様 方の お 手 元の 次 第に ご ざ い ま すよ

うに、協議事項１件、それから報告事項５件を行なうことといたします。

早速協議事項に入ります。事務局から「第４次静岡県がん対策推進計画の進

行管理」について、説明をお願いします。

○ 小松 疾 病 対策 課 長 疾 病対 策 課長 の 小 松 で ござ い ま す。 ど うぞ よ ろ し く お願

いいたします。

それでは、協議事項、「第４次静岡県がん対策推進計画の進行管理」につき
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まして、御説明をいたします。着座にて失礼いたします。

スライド７をごらんください。

こちらは、第４次静岡県がん対策推進計画の概要でございます。

本計画は、昨年３月に策定し、計画期間は 2024年 度 から 2029年 度 までの６年間

でございます。全体目標として、「がんを患う県民を、減らし、見つけ、治し、

支える静岡県」を掲げております。

全体目標達成のための柱としまして、Ⅰ、「がんの予防と早期発見の推進」、

Ⅱ、「患者一人ひとりに合わせたがん医療の実現」、Ⅲ、「がん患者とその家

族の安心できる暮らしの支援」、Ⅳ、「将来につながるがん対策の基盤づくり」

の４つの柱を置いております。

さ ら に 、達 成 す べ き 数値 目 標と し ま し て １か ら ６ の目 標 を置 い て お り ます

ので、まずこれらの目標の進捗状況についてご報告をいたします。

目標１の「 20歳 以 上の者の喫煙率」につきましては、2022年 の 調査が最新の

結果となっておりますので進捗はございません。

スライド８をごらんください。

目標２の「がん検診のある５つのがんの県内の罹患者のうち、上皮内がん及

び限局がんの罹患者の占める割合」につきましても、2020年 の 調 査が最新の結

果となっておりますので進捗はございません。

目標３の「県内の年間がん死亡者数」につきましては、2023年 の 死亡者数は１

万 1,035人 と なっており、基準値と同数となっております。

目標４の「対県標準化死亡比最大の地域と最小の地域の比較倍率」につきま

しては、最新値で 1.26倍 と なり、地域差が縮小しております。こちらの目標に

つきましては、スライド 10に 地域 ごとの数値をお示ししております。

戻りまして、スライド９をごらんください。

目標５のうち「長期療養者就職支援事業におけるがん患者失職率」は、2023

年 が 35.8％ と なっており、基準値から 15.2％ 減 少いたしました。

「現在自分らしい日常生活を送れていると感じるがん患者の割合」は、2023年

が 79.0％ と な っており、基準値から 8.5％ 増 加しました。

目標６の「学校保健計画に位置づけたがん教育を実施した小学校・中学校・

高等学校の割合」につきましては、2022年 が 51.1％ と なっており、基準値から
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7.1％ 増 加 しました。

進 捗 の あっ た 項 目 に つき ま して は 、 い ず れの 数 値 も目 標 値に 向 け て 着 実に

改善してきております。

スライド 11を ご らんください。

計 画 で 掲げ て お り ま す 29の 具 体 的 な 戦 略 の中 で 設 定し て おり ま す 23の 数 値

目標の進捗状況になります。目標を達成している数値目標が３、目標値には達

していないものの改善されている数値目標が９、数値に変更がなく現状維持と

なっている数値目標が２、計画策定時の基準値よりも悪化している数値目標が

４、最新数値が基準値から更新されていないため評価不能な数値目標が５とな

っており、数値目標の達成に向けまして、おおむね順調に進捗していると考え

ております。

数 値 目 標全 体 の 状 況 につ き まし て は 、 ス ライ ド 48か ら 53に ま と め て お りま

す。お時間も限られておりますことから、数値が悪化した４つの数値目標。具

体的には、「肥満者の割合」「肝炎ウイルス検査の受検者数」「国・県指定病

院等に勤務する医師のうち、緩和ケア研修を修了した者の割合」「がん患者の

就労支援に関する研修受講者数」につきまして説明をさせていただきます。

スライド 15に 参り まして、下段の表をごらんください。

具体的な戦略のうち、２、「生活習慣の改善」に係る数値目標は「 40～ 60歳

代の肥満者の割合」となっております。

基 準値 で ご ざ い ま す 2020年 の 数 値 が 、 男性 35.7％ 、 女 性 20.6％ で あ っ た の

が、2021年 の 最新値が、男性 35.8％ 、女性 20.8％ と なり、男性 0.1％ 、女性 0.2

％ 、 基 準値よりも数値が悪化しております。

この結果に対しましては、2023年 に 新たに事業所向けに作成をしました「働

く人の生活習慣改善プログラム」の普及啓発を進めていくことで、肥満者の割

合の減少に努めてまいります。

スライド 17に 参 りまして、上段の表をごらんください。

具体的な戦略のうち、３、「がんの原因となる感染症対策の推進」に係る数

値目標は「肝炎ウイルス検査の受検者数」となっております。

Ｂ型肝炎ウイルス検査の受検者数が、2021年 の 基準値３万 3,235人 か ら 、2022

年 に は３万 2,459人 に 。Ｃ型肝炎ウイルス検査の受検者数は、 2021年 の 基 準値
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３万 3,642人 か ら、2022年 に は３万 2,826人 に 減少し、数値が悪化しております。

この結果に対しては、肝炎医療コーディネーターの増員などを行ない、未受検

者への声かけなどを一層強化することにより、受検者数の増加を目指してまい

ります。

スライド 35に 参 りまして、中段の表をごらんください。

具体的な戦略のうち、18、「 緩和ケアの充実」に係る数値目標は「国・県指

定病院等に勤務する医師のうち、緩和ケア研修会を修了した者の割合」と「診

療 所 の 医 師 の う ち 緩 和 ケ ア 研 修 会 を 修 了 し た 者 の 累 計 人 数 」 と な っ て お り ま

す。

このうち、「国・県指定病院等に勤務する医師のうち、緩和ケア研修会を修

了した者の割合」が、2022年 の 基準値 74.3％ か ら、2023年 に は 73.7％ に 減少し、

数値が悪化しております。

この件に関しましては、昨年度第３回の協議会で報告をさせていただき、毛

利委員より、県から各病院に対して緩和ケア研修会を修了するよう周知するこ

と の 御 提 案 を い た だ き ま し た 。 数 値 の 悪 化 が 昨 年 ６ 月 頃 判 明 し ま し た こ と か

ら、１つ前のスライド 34に 記 載しておりますとおり、緩和ケア研修会を修了し

た者の割合が低い病院、具体的には 50％ 未 満の４病院宛て、取り急ぎ昨年７月

に個別の通知により受講の働きかけを行ないました。今後も、各病院における

修了者の割合を注視しながら、より多くの職員が受講できるよう個別の働きか

けを行ない、割合の増加を図ってまいります。

スライド 42を ご らんください。

具体的な戦略のうち、23、「就 労のための支援」に係る数値目標は「就労相

談を実施する国・県指定病院等の施設数」と「がん患者の就労支援に関する研

修受講者数」となっております。

このうち、下段の表にありますとおり、がん患者の就労支援に関する研修受

講者数が、2022年 の 基準値 40人 か ら、2023年 に は 20人 に減 少し、数値が悪化し

ております。

こ の 研 修会 は 、 コ ロ ナ禍 期 間中 は オ ン ラ イン 併 用 方式 で 実施 し て お り まし

たが、実地研修方式に変更したところ受講者が減少いたしました。オンライン

方式へ開催方式を見直すことにより受講機会を確保し、受講者数の増加に努め
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てまいります。

簡 単 で はご ざ い ま す けれ ど も、 第 ４ 次 静 岡県 が ん 対策 推 進計 画 の 進 捗 状況

につきまして説明をいたしました。数値目標の達成のため、今後どのような取

組をしていくべきかなどにつきまして、御協議をお願いしたいと存じます。

事務局からの説明は以上でございます。

○森会長 ありがとうございました。

この協議事項、推進計画の進行管理ということで、今それぞれの数値目標の

中で数値が悪化している４つをピックアップさせていただきまして、この改善

方法とか、これに対してどういった意見をいただけるかということで問題提起

をさせていただきました。どなたか挙手をしていただきたいというふうに思い

ますけれども、いかがでございましょうか。何かございませんでしょうか。

「何かございませんでしょうか」というのもちょっと手も挙げにくいかと思い

ます。この４つの課題のうち、一番上の肥満は、実際に症状として現われてい

るので、この原因と結果というようなものについて知見をいただきたいという

ふうに思うところがございます。

また、残りの３つは、実際に研修や検診をある意味物理的に受ける人数が減

っているということもあるので、それらにどういった課題があるのかと。また、

これを改善するにはどういったことが考えられるかと。

ち ょ っ と内 容 が 違 う かも し れま せ ん け れ ども 、 そ れぞ れ 皆様 方 の 知 見 の中

から、特にアトランダムで結構でございますので、何か御意見がありましたら、

よろしくお願いしたいというふうに思います。いかがでしょうか。

じゃ、毛利先生、お願いします。

○毛利委員 病院協会の毛利ですけど、数で見ていると、これから人口減少社会

に入っていく中でいったときに、例えば肝炎の方で亡くなられた方もおられた

りすると思うんですが、そういったときに、これは３万 3,000が ３ 万 2,000何 ぼ

に減ったというのが、どのファクターで減っているのかがよく見えていないの

で、例えば、やっぱり対象の方がどれだけで、パーセンテージではすごく差は

出にくいかもしれないんですけど、何かちょっと、絶対数だけでこれを見てい

くというのが、これから先、人口が下がってくるとか、いろんな母集団の分母

のほうが下がってきますので、そうすると当然ここのところの人数も下がって
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くるかもしれないので、そうすると「下がった、下がった」で、「また下がり

ました。大変ですよ」ということでいいのかというところはちょっとあります

ので、その辺、2040年 に 向けての人口減少の中で、どういうふうな指標で取っ

たら正しい判断ができるのかということは、ちょっと今後検討していただきた

いというふうに思います。

○森会長 ありがとうございます。

今 の は 非常 に 重 要 な 観点 を 御指 摘 い た だ いた と 思 いま す けれ ど も 、 例 えば

人口減少に対しまして、こういった指標をどうやって考えたらいいのかといっ

たことに対しまして、どなたか御教示いただけることはございませんでしょう

か。意見でも結構でございますけど。特にございませんでしょうか。

事務局のほうで、今の質問といいますか、御提言に対しまして、何らか回答

をお願いいたします。

○塩津感染症対策課長 感染症対策課長の塩津でございます。

今、毛利委員から御指摘いただいた点についてでございますけれども、肝炎

の検査につきましては、例えば平成 30年 の 実績でいいますと、主に各市町が行

なっております住民健診の際の検診と、それから保健所、各医療機関が行なっ

ていただいています特定感染症検査事業という、大きく２つの内容に分かれて

おります。

市町のやる住民健診につきましては、例えば平成 30年 の 場合ですと、40歳 代

の健診の方だけで３万人検査を受けられていたのが、コロナの際にやっぱり２

万 5,000人 ぐ らいまで減りまして、その後なかなか戻ってこないという状況に

なっています。

こ の 住 民健 診 は 、 人 口減 少 もあ り ま し て 全体 が 減 って く ると こ ろ も ご ざい

ますので、毛利委員の御指摘の点、どういった数値が分母、それから実際の指

標として適切なのかというところに関しては、ちょっとその辺も含めまして、

我々でも、ほかの指標も含めて考えて、どういった対策を取っていくのか、も

う一度見直していきたいなというふうに思っているところでございます。

各保 健 所 です と か 医 療 機関 が やる 検 査 に つ きま し て も、 件 数自 体 の 割 合 は少

ないんですけれども、それまで１万件ぐらいだったものが、やはりコロナ後に

6,000件 ぐ ら いまで落ち込んでしまっているので、そういったものの底上げに
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ついても引き続き取り組んでいければというふうに思ってございます。

私のほうからは以上です。

○ 森会 長 今事 務 局 か ら あり ま した け れ ど も 、こ れ に 続き ま す御 質 問 で も 結構

でございますし、新しい視点からどうぞ、よろしくお願いします。

○田中委員 ありがとうございます。

市の保健所長の田中でございますが、基本的に健診といいますと、市のほう

で、今後どう増やしていくのかとかということが常に話題になるんですけれど

も、やはり健診を受けることに関するメリット。こういったことが住民にちゃ

んと届いていないのではないかということは、いつも言われております。

例えば、資料の 10ペ ー ジのスライドですね。これをちょっと見ながら今日も

思 っ た ん で す け れ ど も 、 本 当 に 本 県 は こ ん な に 地 域 差 が あ る の か と い う こ と

で、改めて見て思うんですけれども、この地域差を生じせしめている原因とい

うのは何なのかと。

実は、この厚いほうの本で見ますと、69ペ ージ。「県のがん登録を使いまし

て、科学的根拠に基づいたがん対策を進めてまいります」ということがうたわ

れております。ぜひ、このがん登録。今本県ではほぼ百パーセント使われてい

るということですので、恐らくこういう地域差を生じせしめている理由という

のは、例えば今言った健診がちゃんとできていないんじゃないかとか、あるい

は肝炎の話でいきますと予防がちゃんとできていないんじゃないか。あるいは

これを見ますと、やはり西部地域で相当に成績がいいということになると、医

療の均てん化がちゃんとできているのか。

恐 ら く こう い っ た こ とが 定 性的 に は 予 想 され る ん です け ど、 や は り そ の影

響の大きさというものも、定量的に、これは全部のがんでやっていますけど、

恐 ら く ５ 大 が ん も 含 め て が ん 種 ご と に そ う い っ た 分 析 と い う の は で き る は ず

なので、ぜひこの計画にもあるように、がん登録のデータを使って、そういう

分析をしていただいて、優先順位をつけて、「ここは予防に力を入れなきゃい

けない地域なんだ」とか、「ここはもう少し医療の均てん化を進めないと治療

成績が上がらないんだ」とか、そういったことをしていただくことで最終的に

成績も上がっていくでしょうし、その分析の中で、例えば今の健診の話だとか、

あるいはがんウイルスの話というところについても、「これを見つけることで、
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どの程度治療成績が上がるんですよ」「あなたの生存の確率が上がるんですよ」

といったことを、ぜひ定量的に住民の方に示していただくような分析を進めて

いただければというふうに考えています。

以上です。

○森会長 田中先生、ありがとうございました。

事務局から、今のご発言に付け加えることはございませんでしょうか。

○小松疾病対策課長 ありがとうございます。

先 ほ ど お話 ご ざ い ま した よ うに 、 こ の 後 がん 登 録 につ い ての ご 説 明 を させ

ていただきますけれども、こういった情報を使って今後とも分析などにしっか

り取り組んでまいりたいと考えております。ありがとうございます。

○森会長 ありがとうございました。

Webの 先 生で、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

先ほ ど ち ょう ど 浜 松 の 成績 が いい と い う お 話も あ り まし た けど 、 何 か 浜 松市

から御意見ございませんでしょうか。

上坂先生、どうぞよろしくお願いします。

○上坂副会長 がんセンターの上坂ですが、先ほどの、目標に達していない４つ

の項目ですね。このうちの後ろの２つ、「国・県指定病院に勤務する医師のう

ち、緩和ケア研修会を修了した者の割合」、それから「がん患者の就労支援に

関する研修受講者数」。このあたりは、拠点病院の連携協議会のほうでもしっ

かり議論をして、なるべくこの数字を上げる。特に緩和ケア研修会は前から問

題になっておりますので、しっかり議論をして、何とかよい数字になるように

したいと思います。

ま た 来 月協 議 会 が あ りま す ので 、 個 別 の デー タ を もし い ただ け る よ う でし

たら、県のほうからあらかじめデータをいただけると助かるというふうに思っ

ています。

○森会長 どうぞ。

○山本委員 聖隷三方原病院の山本でございます。

緩和研修なんですけれども、やっぱり定期的というか、職員に対する啓発活

動がかなり大事かなと思います。県内のどこで緩和ケアの研修会があるかとい

うような情報が、院内のメールを通して全職員には行くんですけど、果たして
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その日に行けるかどうかというのと、あと、私も浜松から、最初はどこだった

かな。東部の研修会場だったので、やっぱりちょっと二の足を踏んじゃうとこ

ろがあるんですね。最近は浜松市内で複数回開催していただいているので比較

的アクセスしやすいかなと思います。ただ、そういう機会があるにもかかわら

ず出ないというのが、拠点病院に勤めていなかった医師が新たにそこに参入し

てくると、それを知らない場合が多いので、やっぱりそういった啓発活動は必

要かなというのは思います。

それから、あと肝炎の話ですけれども、これもやはり、その病院に勤めてい

る 肝 臓 の 専 門 家 の 積 極 性 に よ っ て 随 分 違 う か な と 思 い ま す 。 私 ど も の 病 院 で

は、肝臓内科の岡井医師がいらっしゃるんですけれども、彼が結構積極的に病

院全体をまとめて、肝炎のＢ・Ｃでプラスが出た場合には、必ずそこに「受診

するように」と、かなり強力に推進しています。ですから、そういった取組を

拠点病院全体でやらないと、拠点病院に限らないですけどね。やらないといけ

ないかなというふうに思います。

あと、浜松で低いのは、大きい病院が多いからだと思いますけど。

○森会長 山本委員、ありがとうございました。

事務局で付け加えることはございませんか。

○小松疾病対策課長 ありがとうございます。

先 ほ ど 上坂 総 長 か ら 、が ん 診療 連 携 協 議 会の ほ う でデ ー タの 提 示 と い うお

話 を い た だ い た と こ ろ に つ き ま し て は 、 ま た 個 別 に 御 相 談 を さ せ て い た だ い

て、どのようなデータをお出しするかといったところは伺った上で対応したい

と思います。ありがとうございます。

○森会長 毛利先生、どうぞ。

○ 毛利 委 員 す み ま せ ん 。こ こ で議 論 す べ き かど う か ちょ っ と分 か ら な い んで

すけど、やっぱりこれから先、がん検診をどういうふうにするかというのは、

議論をちゃんと深めておいていただきたいなと思います。

というのは、がん検診というのは、いろいろ特殊な機械も使わないといけな

いこともあるかと思いますし、あるいはがん検診の場合、言葉では「がん検診」

というけれども、どういう項目が静岡県としたら一番適正かどうかとか、どう

いう検査をすべきかとか、その辺、ある程度スタンダードなものを何かつくれ
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ないのかなと思っていて。

今 や っ ぱり 病 院 も か なり 経 営が 厳 し く な って き て いる の で、 多 分 が ん 検診

というものについて各病院もいろいろ真摯に考え始めて、昔は「来た患者を治

せばいいや」という方が結構多かったですけれども、今はやっぱり「早期に見

つけよう」という気持ちが大分病院の中でも強く出てきていますので、そうい

ったところで、どういう項目をやったら一番効率的なのか。それは上坂先生な

んかにも御指導いただきながら、どういうふうなものをやって、当然検診です

から値段がいろいろありますので、「この検査の項目までだったらこのぐらい」

とか、いろんなバラエティーに富んでいいと思うんですけれども、そういうの

で、やっぱり県民が検診を受けるモチベーションが上がるような形にして、早

期 に 見 つ け て あ げ る と い う こ と が こ れ か ら 非 常 に 大 事 に な っ て く る と 思 い ま

すので、ちょっとその辺、どこかで御議論していただければと思います。

○森会長 ありがとうございました。

事 務 局 では 今 の 言 葉 を受 け まし て 、 し っ かり と 行 なえ る よう に 分 析 し てい

ただきたいというふうに思います。

先 ほ ど 私の ほ う で ち ょっ と 言葉 を 止 め て しま い ま した け れど も 、 事 例 とし

て、ちょうど山本委員のほうからも「大きな病院があるから低いのではないか」

という話もありましたけれども、取組といたしまして、浜松市の取組が優れて

いるということもございます。

板倉委員のほうから何か、今の全般的なお話ですけれども、御意見いただけ

ればありがたいと思いますけど、いかがでしょう。ございませんでしょうか。

よろしいですか。それじゃ、結構でございます。ありがとうございます。

どうぞ、よろしくお願いします。

○松本委員 県の看護協会の松本です。

先 ほ ど 来、 緩 和 ケ ア 研修 会 を修 了 し た 先 生の 割 合 とい う こと が 出 て お りま

すが、この研修会のところで、日本看護協会の緩和ケア認定看護師が、県内で

昨年 12月 時点 で 63名 の登録がございます。このうち特定を取っている者が７名

お り ま す の で 、 ぜ ひ こ ち ら の ほ う も 御 活 用 い た だ け れ ば と い う ふ う に 思 い ま

す。

そして、健康寿命が第１位になった静岡県なのですが、肥満の割合が増えて
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いるということのご報告がございましたが、今、事業所のほうにパンフレット

で説明をしているということだったんですけど、「働く人の生活習慣改善プロ

グラム」ですね。これの普及啓発にどの程度取り組まれているのかというとこ

ろを教えていただければと思います。

が ん に つき ま し て は 、西 部 地区 が 少 な く て東 部 地 区が 多 いと い う 結 果 が出

ておりますけれども、糖尿病については西部地区のほうが多いというふうなデ

ータがあって、浜松市は、統括保健師を中心にして、保健師さんと助産師会が

タッグを組んで妊娠初期から関わっていて、ひどくならないようにして出産を

迎 え る と い う 取 組 が 行 な わ れ て い る と い う こ と を 先 日 統 括 保 健 師 の ほ う か ら

聞きました。

な の で 、肥 満 者 が 増 えて い くと い う こ と は健 康 寿 命に も 当然 影 響 し て くる

ことは目に見えているのですが、現時点で、この「生活習慣改善プログラム」

の 普 及 啓 発 が ど の 程 度 行 な わ れ て い る か に つ い て 教 え て い た だ け れ ば と 思 い

ます。

以上です。

○森会長 松本委員、ありがとうございました。

そ れ で は、 ち ょ っ と 事務 局 から 、 今 の 質 問に 対 す る回 答 をお 願 い い た しま

す。

○川田健康増進課長 健康増進課の川田でございます。

御 指 摘 いた だ き ま し た「 働 く人 の 生 活 習 慣改 善 プ ログ ラ ム」 で ご ざ い ます

が、こちらは県民の方に直接ではなく、企業の皆様に、事業所の中において企

業体の力を使っていただいて生活改善をしていただくプログラムのやり方、生

活改善のやり方をお教えするためのプログラムを策定し、協会けんぽさん、そ

れから県の健康づくりの宣言事業所さん等を通じまして普及をしております。

あと、健康経営のセミナー等もございますので、そういったところで直接企

業 の 健 康 管 理 を し て く だ さ っ て い る 方 々 に お 集 ま り い た だ い て プ ロ グ ラ ム の

普及をしております。

以上でございます。

○森会長 よろしいですか。

ほかに。どうぞ、よろしくお願いします。
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○溝渕委員 就労支援の立場で意見を述べさせていただきます。

一 応 相 談体 制 は 現 状 維持 と いう こ と に な って い る んで す けれ ど も 、 実 際民

間企業においては、人手不足、それと就労支援については相当やはり啓蒙が進

んでおります。

そ う い った 意 味 で は 、が ん 患者 で あ っ て も就 労 す る事 例 が多 く な っ て きて

いるんですけれども、今回研修に参加される方の数値が悪化しているという面

を捉えて言えば、今は高齢化、そして人口減少の中で、がん患者さんの高齢化

が進んでいる中で、今がんとともに生きるといった前提が広まってきている中

で、東部においては、県立がんセンターを中心にファルマバレーが進むことに

よって、私も東京と静岡と２拠点生活をしているわけなんですけれども、今地

方創生は、人口減少の中で、地方の魅力をアップするための空き家対策、そし

て移住すること。加えて、特に東部においては、温泉とか新鮮な食べ物がある

と。そういう環境の資源もありまして、これからは、治療をしながら静岡県で

快適な生活をすると。

そういったことで、やはりがん患者の就労という一面だけではなくて、静岡

県全体で、健康寿命一番というブランドの中で、がんの治療をしながら、東京

から地方に移って、そしていい環境の中でがんの治療を静岡で行なうと。そう

いう意識を高めていくことが静岡県全体のブランドアップにもなるし、実際現

場の方は、忙しい中で、「就労なんていうのは組合とか労働基準監督署に任せ

ておけばいいんじゃないか」という発想にとどまらないで、静岡県全体の、治

療を中心として、住みやすい、がんとともに安心して生きていける地域である

ということの意識まで高めることによって、研修の受講者も増えていくのでは

ないかと。

そういった面で、民間は進みつつありますけれども、やはり全体的に、ちょ

っと新しい発想も取り入れていかないと、このがんの就労体制というものはな

かなか進まないのではないかなといったことを危惧しておりますので、また静

岡県全体として、今度第５次へ進むときには、新たな静岡県のブランドを標榜

することも考えて、がん対策をもっと大きく県の土台にしていくべきではない

かなと思っております。

以上です。
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○森会長 溝渕委員、ありがとうございました。

これは、多分健康福祉の概念を超えて、他の部局も含めて、今いただいたご

意見を全庁的に広げたいというふうに思います。今お話ございましたように、

それこそ移住・定住といったことも含めまして、また実際に人口が減る要因と

しては、よその地域に移っていくということがございまして、それにつきまし

ては、空き家対策も含め、町全体を活性化させる中で、健康で生きると。そう

いった生きやすい地域づくりをしていくと。それが間接的にはがん対策になる

というご指摘だと思います。部局を越えて、今ここでいただいた意見につきま

しては全庁的な情報共有をしていきたいというふうに思います。どうもありが

とうございました。

はい、どうぞ。

○上坂副会長 がんセンターの上坂です。

先ほどの緩和ケア研修とか、あるいは就労支援の講習とかは、これは医療機

関側がしっかり取り組めば何とかなっていくというふうに思いますが、いわゆ

るがん検診については、やはり医療機関側の努力だけでは当然駄目で、これは

市町の努力、それからこのがん検診の受診率が低いのは、職域の検診がここに

入っていないので、そこの実態が分からないところは問題がありますが、やっ

ぱり市町の取組ということが大きいと思うんですね。

私、静岡がんセンターで「出張がんよろず相談」というのをやっておりまし

て、年に何回か、がんセンターを離れて市町のほうにちょっと出かけて、そこ

で相談事業をやっているんですけれども、市町の方とお話をしますと、かなり

しっかりやってくださってはいるんですね。実際私も検診を受ける年なので、

ちゃんと沼津市からお知らせも来ておりますし。それから「どんなことをやっ

ていますか」というお話を聞くと、例えば LINEで 住 民に改めてお知らせしたり

とか、いろんな努力をしておられて、それにもかかわらずなかなか上がってこ

ないということがあります。ただお知らせしているだけではどうも駄目なよう

で、中にはインセンティブを何かつけて受診率を高めるというようなことをし

ていますので、個々の市町の努力だけでなくて、市町のよい経験を持ち寄って、

「こういうことをするとよかった」とかということがもしできれば、もう少し

検 診 受 診 率 が 上 が っ て く る こ と に な る ん じ ゃ な い か な と い う ふ う な 感 想 を 持
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っておりますが、そういう市町の経験を持ち寄るような場所というのはあるん

でしょうか。

○森会長 持ち寄るような場所といいますか、その情報は、まずは県が集めて、

その提供の仕方は委員の先生方に教えていただきながら、一応情報を共有化す

るために県の組織というのがあるという認識でいますので、その点につきまし

ては、市町での適切な、そういった非常に効果のあるようなものがありました

ら、県のほうでその情報を収集して、それから横に展開するといいますか、35

市 町に 広がるようにしたいというふうに思います。

事務局のほう、そういったことでよろしくお願いします。何か付け加えるこ

とはありますか。

○小松疾病対策課長 ありがとうございます。

県では、各市町のがん検診の担当者の方に集まっていただいて、がん検診の

担当者研修会といったものを開催しておりまして、その中で、それぞれの市町

が 取 り 組 ん で い る 検 診 の 受 診 率 向 上 の た め の 取 組 な ど を 皆 さ ん で 持 ち 寄 り ま

して、その中で、社会健康医学大学院大学のほうとも連携をいたしまして、そ

ういった取組の好事例を皆さんで共有しながら、どんな取組ができるのかとい

ったところを対応しておるところでございますので、引き続きそういった取組

を強力に進めてまいりたいと考えております。ありがとうございます。

○森会長 ありがとうございました。ほかに。前島さん、どうぞ。

○前島委員 国保連合会の前島といいます。

がん検診のお話なんですけど、多分昨年の最後のこの会議の中で「がん検診

を進めていくのが今後の課題だ」ということでおっしゃられていまして、国保

連合会は市町の国保の関係の支援をしている団体なんですが、何かしら取り組

まなきゃいけないのかなとは考えたんですけど、おっしゃるとおり、市町さん

もかなり努力して取り組んでいらっしゃいます。あと、協会けんぽさんとか、

今日来られている組合健保さんも、それぞれのところで一生懸命やっているん

ですよね。ただ、そういいながらも、実際は結果として検診受診率は上がって

きていないという状況もあります。

そういった意味では、ぜひ情報提供というところで、県も中に入っていただ

いて、どこに課題があるのかとかというのを保険者を集めて１回ちょっと話し
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合う場、既存の会議でもいいと思うんですけど、そういうのを使いながらぜひ

やっていただけるとありがたいなと思っています。皆さん本当にそのための努

力は一生懸命やっているので、そういったきっかけづくりというのが非常に大

事じゃないのかなと思っていますので、そういうところに取り組んでいただけ

れば、うちのところも協力はしていきたいなと思っております。

それともう１つ、受診率について、実は特定健診の受診率なんかも上がらな

くてなかなか苦労しているところなんですが、その中には、お医者さんにかか

っていて、「特定健診を受けなくてもいい」「お医者さんのほうでちゃんと診

ていますよ」という方がいらっしゃるんですよね。そういったものについては、

お 医 者 さ ん の ほ う か ら 情 報 提 供 を い た だ く こ と で 特 定 健 診 を 受 け た と み な し

て受診率を高めていくというような取組もやっているんですが、がん検診につ

いては、何かそういった受診率について、注意すべきような事項があるんだっ

たら、県のほうに教えていただければありがたいなと思うんですけど。

○森会長 事務局で分かりますか、今の質問に対しまして。

○小松疾病対策課長 ありがとうございます。

１ 点 目 の、 そ う い っ た受 診 率の 向 上 の た めに い ろ んな 皆 さん で 集 ま っ て何

か検討するような場を設けるというようなことにつきましては、こちらでも国

保加入者の受診率が低いというようなことに課題感を持っている中で、市町の

皆さんが行なう住民検診の受診率向上といったものを支援するためには、県だ

けではなくて、もちろん市町もそうですし、保険者の皆様ですとか、医師会な

ど の 関 係 団 体 の 皆 さ ん と も ど の よ う な 連 携 が で き る の か と い っ た こ と に つ い

ては、今後そういった取組というのは考えてまいりたいと考えております。

２点目の、みなしによる受診ということの話でございますけれども、こちら

については、がん検診の場合は、受診率の基データになる国民生活基礎調査。

こちらがアンケート調査による回答という形になっておりますので、受診をし

たとみなすというような考え方は取っておりません。

も う １ つお 話 が 少 し あっ た のは 、 受 診 率 の算 出 に つい て どん な 課 題 が ある

の か と い う よ う な 意 味 だ と 思 う ん で す け れ ど も 、 こ う い っ た と こ ろ に つ い て

は、国保加入者の皆さんに対しての住民検診。こういった中で行なわれるがん

検診というところは受診率の把握というのはできるんですけれども、職域で行
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なわれるがん検診というようなものについては、なかなかその対象者数とか受

診 者 数 と か の デ ー タ を 定 期 的 に 把 握 す る こ と は で き な い と い う 課 題 が あ る と

いうふうに認識しております。

○森会長 山本委員。

○山本委員 すみません。さっきちょっと言葉足らずだったので。

浜 松 市 内で ど の ぐ ら いの 受 診率 か と い う のは 、 ち ょっ と 今日 は 調 べ て こな

かったので分からないんですけれども、比較的健診業務というのは、病院でや

る場合に割と利益率は高いんですよね。だから、病院で健診をやるところとい

うのは結構あると思うんですけれども、なかなかそこで働く健診の医師を確保

するのはそんなに簡単ではないんですよね。

聖 隷 の グル ー プ で す と、 浜 松市 内 の ２ 病 院の す ぐ 近く に 健診 の セ ン タ ーが

あるんですけれども、あれは全く別組織で、病院には属していないんですよね。

保険事業部という全く別の組織がやっています。彼らは彼らで、かなり徹底し

て企業を回ったりとか、健診の率を上げるような努力はしているんですよね。

幸い隣にあるので、同じ収支の体系の中には入ってこないですけれども、ただ

やはり隣にあるだけ紹介はしやすいんですね。ですので、がんが見つかって隣

の病院でやるという体制はできていますけど、ただ全員が全員来るわけじゃな

くて、いまだにやっぱり便潜血で陽性が出ても、その後にちゃんと大腸の内視

鏡をやる人が増えているかというと、そうでもないようです。ですので、まだ

ま だ 一 般 の 利 用 者 の 方 々 に も 啓 発 活 動 と い う の は 十 分 や っ て い か な い と い け

ないかなと思います。

ただ、浜松市の場合は、先ほど言いましたように、ある程度規模の大きい病

院があって、受入体制に関しては恐らく問題がなくて、我々は民間ですけど、

民 間 で の 健 診 事 業 の 推 進 と 、 あ と そ の ほ か の 病 院 も そ れ ぞ れ や っ て い ま す か

ら、がんが見つかる確率は多分高いんじゃないかなと思います。すみません。

数はちょっと分からないので。

○森会長 山本委員、ありがとうございました。それではお願いします。

○鈴木（昭）委員 すみません。市長会から出ております三島市副市長の鈴木で

ございます。

この表を見ますと、東部の市町として非常に反省しなきゃならない、恥ずか
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しいところなんですが、実情を申しますと、全ての市町は、競うようにして受

診 率 を 上 げ よ う と 思 っ て 予 算 を い っ ぱ い 投 入 し て い る と い う の は 事 実 な ん で

すね。ただ、ほかの市町がどこまで投入して、どういうことをやっているとい

うのはいまいち分からないので、もしかしたら財政力の差かもしれないです。

伊豆半島の先のほうがこれだけ少ないというのは、周知もできていないし、も

しかすると肺がん検診でも、浜松市と下田市は違うのかもしれないですよね。

補助というか、支援するお金が。あとはアナウンスも低いというところで、十

分東部の市町としてこの問題を共有してまいりますので、どうか県の方、何か

競争できるようなものを出していただければ、僕らは本当に死ぬ気で頑張りま

すし。

あとは、やはりお金的な問題がありまして、各市町、がん検診以外にも、帯

状疱疹ワクチンだとか、ワクチンを一生懸命やり始めちゃっているということ

で、何から手をつけていいのか。やはり今一番の問題は、がんを少しでも早期

に見つけるというほうがいいのかなというふうに個人的に思いますので、何か

競 え る よ う な 表 が あ る と 非 常 に う れ し い な と い う ふ う に 感 じ て お り ま す 。 今

後、東部の市町だけじゃなくて、全市町一生懸命やっていきたいと思いますの

で、どうぞ皆さん、ご支援をお願いしたいと思います。

○森会長 鈴木委員、ありがとうございました。

競 え る 資料 と ま で は いか な いま で も 、 各 市町 で ど うい っ たこ と を し て いる

のか。また、各市町のばらつきについては何か特定の要因があるんじゃないか

といったことにつきましても、事務局のほうでそれは調べていただきたいとい

うふうに思います。

ほかに。どうぞ、お願いします。

○田内委員 実は、２日前までに総合健診医学会というのを開いていまして、こ

れは健診とかドッグを中心にする学会です。そこでは、やっぱり早期発見とい

うのはもちろんなんですけれども、健診の方向性としましては、がん対策だけ

ではなくて、この悪化４項目の中で、肥満者、それから肝炎ウイルス検査の受

診者。これに関して申しますと、例えば肝がんなんかでも、ウイルスからでは

なくて脂肪肝の割合がすごく増えてきているんですね。そういうことを考える

と、やっぱり１つは生活習慣を改善するべきだと。そうすると、やっぱり喫煙
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とアルコールと運動と、それから栄養ですかね。その点を重点的にこれから取

り組もうという話。

それからもう１つは、生活習慣改善ということを考えると、従来の特定健診

の 40歳 ではもう遅いと。30歳 代か らある程度スポット的に年齢を決めて実施し

な い と 、 も う 気 が つ い た 段 階 で は 遅 い と い う ケ ー ス が 結 構 出 て き て い ま す の

で。

逆に言えば、先ほど、毛利先生でしたっけ？がん検診でスタンダードをとい

う話でしたけど、やっぱり対策型になると、全項目やれというのは非常に大変

な話なので、だから受診者をある程度絞るということをやって、例えば家族歴

であるとか生活習慣から怪しい人とか、そういう何かの形でリスクの高い人間

を集めて、そういう人たちを重点的にやる。ほかの人はその辺は緩めにしても

いいんじゃないかという、強弱をつけないと、全ての国民に同じようにやって

も無駄な検査が増えるだけで、これはもう医療界にとっても非常にマイナスの

点が増えてくるので、効率が悪いとかというような結論を出されて、「あんま

り意味ないでしょう」と言われてしまうので、少しポイントを決めたらどうか

という話。

それから、もう１つはフォローアップの件なんですが、がんに関しましては

フォローアップはすごくいいです。ほかの、例えば肥満であるとか高脂質だと

か糖尿とかというのは、フォローアップを次にしてくれるかというと、「かか

りつけのドクターのところに行けばいいんだ」と。そういうところで面倒を見

てくれるからいいんです。健診センターあたりでフォローアップするときに、

がんの疑いというのを最近書きますので、書くともうほとんど、８割から９割

再検査してくれる。

だから、がんという疾病の特性だと思うんですけど、やっぱり受診者もそれ

だけ意識をしているということなので、だから引っかかってくれれば何かフォ

ローはきちんとできる。そうすると、やっぱり受けてもらえるかどうか。受け

てもらうほうが、「毎年いつも『異常なし、異常なし』で、行っても一緒でし

ょう？」という人が多いので、やっぱり「あなたはリスクが高いですよ」とい

うことを説明するということと、これは私見なんですけれども、肝がんに関し

て、２年前でしたっけ？「奈良宣言」で肝臓病学会が、 ALTと い う酵素の項目
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なんですけれども、それを我々は「 40以 上は」ということをしているんですが、

「 30を 過ぎたらもう引っかけて、かかりつけ医に行かないと、もう既に遅い」

と 。 「 も う 40を 過 ぎ た 段 階 で は 遅 い か ら 」 と 。 と こ ろ が 、 30か ら 40に 上 げ る

（ 40か ら 30に 下げる？）と、それでどれぐらいの数の人間が引っかかってくる

か。それで開業医の先生のところへ行くと、多分「何しに来たんだ」と言われ

そうな数字なので、そういう情報をいかに共有するかということも大切なこと

ではないかと思います。だから、「あなたがいかに今大変なところにいますよ」

「受けたほうがいいですよ」というメリットを知らせる。

それからもう１つ、これも意見ですけど、やっぱり受診された方と受診され

ない方の差というか、いいという点と悪いという点。要するに、経済的なこと

でも、受けている人はフォローの値段を少しアップしてあげるとか、受けない

人はそのままでみたいなことをするのも、１つ考えなきゃいけないことかなと

思います。

ちょっと私見が多かったですけど、以上です。

○森会長 ありがとうございました。

非常に課題が多いので、多分ここでは回答できませんので、それは事務局の

ほうで今受け止めて整理をしていただきたいと思います。

どうぞ。

○ 田中 委 員 や っ ぱ り 市 の立 場 でい き ま す と 、非 常 に 耳の 痛 い言 葉 を さ っ きか

ら聞かされているんですけれども、がん検診につきましては、一方で精度管理

の問題もありますので、そういった点についても、チェックリストなどを利用

して、質の高い、一定の精度管理のできたものをどう提供していくかというこ

とで今非常に悩んでいるところがあります。

それともう１つ、さっき申し上げましたけれども、やはりがん検診のメリッ

トをきちんと住民に分かってもらう努力が必要なのかなと。例えば、私たちが

がん対策計画を本市で立てるときに、実は県のほうに非常にお世話になりまし

て、がん登録のデータを送っていただいて。というのも、がん検診は、職域の

検診は全くブラックボックスで、私どもはつかめないんですね。あくまでも他

で 検 診 を 受 け ら れ な い 人 の 検 診 を 受 け る と い う 引 き 算 で 対 象 者 が 決 ま っ て し

ま い ま す の で 、 受 け て い な い 人 が ど う い う 結 果 な の か 分 か ら な か っ た ん で す
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が、先ほど申し上げたがん登録を改めて分析をいただいて、例えば胃がんでい

きますと、検診で見つかったときに遠隔転移があった人が 1.1％ 。 こ れが検診

以外、つまり医療で見つかった人の場合は遠隔転移が 17.1％ と 。こういった非

常に定量的なデータを県のほうからいただきまして、現在住民に対して、「や

はりがん検診で見つかったほうが」「こういう遠隔転移なんかも放っておくと

17倍 多 くなるんですよ」とかそういった、脅かすわけではないんですけれども、

やはり早期がんのうちに見つければ完治が期待できるわけですので、遠隔転移

だとかリンパ節転移だとか、そういう進行がんで見つかる割合なんかも、数値

をもって住民に対して周知ができると。

本 市 の 結果 は こ の よ うに ち ょっ と 無 理 し てい た だ いた ん です け れ ど も 、ぜ

ひ 全 県 で こ う い っ た 分 析 を 精 緻 に し て い た だ き ま し て 各 市 町 の ほ う に 提 供 い

ただければ、本当に有用な、これは今申し上げたように、市の健診だけではな

くて、全部の健康診断の結果として、こういうものを県のほうはつかみ得る立

場にありますので、ぜひこういった情報もいただければなというふうに思いま

す。

○森会長 田中委員、ありがとうございました。

先ほど来、２回ともありましたけど、やっぱり定量的な分析をしっかりする

といったことがありますので、できる範囲はどこまでか分かりませんが、なる

べく今の田中委員の意見をお聞きして、分からないことがあれば直接でもお聞

きして、定量的な分析をよろしくお願いしたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いします。

○冨永委員 健保連の冨永といいますけれども、お世話になっております。

先 ほ ど 職域 の 健 診 と かと い う話 も あ り ま した け ど 、私 ど も保 険 者 を 代 表し

て少し、現状というんですかね。お話をさせていただきたいんですけど、被用

者保険、私ども、協会けんぽとは別に健康保険組合というのが県内に 39あ るわ

けですね。それぞれがいろいろな保健事業というのを、がん検診を中心に特定

健診も含めて行なうんですが、基本的に皆さん保険料の収入で財政を賄うんで

すけど、そういった保健事業全般に使えるお金というのは大体３％ぐらいしか

ないんです。あとは納付金とかそういったもので拠出する。あとは医療費の関

係でもうほぼほぼ 97％ 以上 を使っていくということで、何とかその３％でです
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ね、例えば被保険者というのは、基本的に事業主からの指示命令系統でいくと、

かなり受診率が高いは高いです。

問題は被扶養者でありまして、被扶養者の健診率が非常に低い。これも、最

後の最後の３月にまた受診勧奨を行なうんですけど、県下全体の希望者に対し

て。大体例年でいくと、１万 6,000通 ぐ ら い受診勧奨状を送るんですが、1,000

人 ぐ ら いですかね。受診に結びつくのは。そのうち、例えば乳がん・子宮がん

検診のオプションを受けるというのが大体 300人 か ら 400人 で す。これを何とか

10％ ま で私どもも持っていきたいと思っているんですけれども、なかなかやは

り財政の面で、それぞれの 39の 保 険者で負担をする比率が全然違ったりする。

だから、そういったところでも格差が出ているというのが現状なんですね。

例えば、がん検診は、市町のところの枠で、あと協会けんぽとはやられてい

るのでしたかね。そういうところを、健保組合、それが 39も あ るものですから、

そ れ ぞ れ の 組 合 と 結 び つ け な き ゃ い け な い の が ち ょ っ と 大 変 な の か も し れ ま

せんが、何かそういうところで、県のお知恵も拝借しながら、がん検診の向上

に結びつけられたらなと思っていますから、また何かご教示いただければなと

思いますので、どうかよろしくお願いいたします。

○森会長 ありがとうございました。

それでは、この協議事項がちょっと長くなってしまいましたものですから、

この辺で打ち切らせていただきまして。かなり多くのご意見をいただきました

ので、これらを事務局のほうでまとめまして、また後ほど皆様方にフィードバ

ックさせていただきたいというふうに思います。

ここからは報告事項に入りたいと思います。

まず事務局から、第１回静岡県がん対策推進協議会、前回行いました書面の

開催結果について報告をいたします。よろしくお願いします。

○小松疾病対策課長 それでは、「第１回静岡県がん対策推進協議会書面開催結

果」についてご説明をいたします。

スライド 56を ご らんください。

委員の皆様には、昨年度、３回にわたり本協議会で御議論いただき、昨年３

月に第４次静岡県がん対策推進計画を策定いたしました。その後、昨年６月に

第４次静岡県健康増進計画が策定されました。その結果、受動喫煙環境に関わ
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る数値目標につきまして整合性を図るために、がん対策推進計画の一部を変更

する必要が生じまして、委員の皆様から書面協議により御意見をいただきまし

た。

御 意 見 があ っ た 委 員 の皆 様 に個 別 に 説 明 をさ せ て いた だ きま し た と こ ろ、

計画の変更について、全ての委員の皆様より御同意をいただいたことから、９

月に計画を変更いたしました。

本 日 の 協議 会 で は 、 委員 の 皆様 か ら い た だい た 主 な御 意 見に つ き ま し て報

告をさせていただきます。

スライド 57を ご らんください。

こちらに記載の主な意見でございますけれども、「健康増進計画との整合性を

求める必要はない」との御意見や、「飲食店を含め受動喫煙０％を目指すべき」

といった御意見などをいただきました。

昨年度、県では、保健医療計画をはじめとしまして複数の計画の見直しを行

なっておりますけれども、各計画の施策や目標値の整合を図ることを県の方針

としております。

また、県といたしましても、家庭や飲食店においても望まない受動喫煙０％

を目指すべきという考え方につきましては委員の皆様と同じでございます。

一方で、第４次健康増進計画における目標値の設定に当たりましては、健康

増進計画推進協議会におきまして「現実的な数値を設定するほうが県民のご理

解を得やすい」といった御意見がございました。しかしながら、現時点では十

分な現状把握ができていないということで、第３次健康増進計画の目標値を継

続することといたしました。がん対策推進計画におきましても、これと整合を

図ることといたしました。

な お 、 2029年 度 に 予 定 さ れ てお り ま す 第 ４ 次健 康 増 進 計画 の 中 間 見 直し の

際に改めて現状把握を行ないまして、新しいデータをお示しして目標値を設定

いたします。その際には、この本協議会におきましても委員の皆様に御意見を

伺うこととしたいと考えております。

事務局からの説明は以上でございます。

○森会長 ありがとうございました。

これは、前回１回目、書面でやったところの結果としてお話ししまして、こ
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うやってざらっと今説明させていただきましたけど、委員の皆様、どうしても

第１回目のときに言い足りなかったこととか、ここは話しておきたいというこ

とがございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。

特になければ、ここはそういった結果ということで、次に移らせていただき

たいと思います。

報告事項の２項目でございますが、「がん患者団体リストの公表」につきま

して、報告をお願いします。

○小松疾病対策課長 それでは報告２、「がん患者団体リストの公表」につきま

してご説明をいたします。

スライドの 59を ごらんください。

昨年 度 第 ２回 の 協 議 会 にお き まし て の 御 意 見を 踏 ま えま し て、 が ん 患 者 団体

の 皆 様 か ら チ ラ シ の 配 架 を 求 め ら れ た が ん 拠 点 病 院 等 に お き ま し て 参 考 と し

ていただくために、がん患者団体のリストを県が作成しまして、令和６年８月

に県のホームページで公表をいたしました。

リ ス ト に掲 載 す る 団 体の 条 件に つ き ま し ては 、 ス ライ ド の下 段 に ご ざ いま

す、活動拠点が静岡県内にあることなど、アからオを満たすこととしておりま

す。

現 在 リ スト に 掲 載 し てお り ます 団 体 は 10団 体 ご ざ いま し て、 こ ち ら を スラ

イ ド の 60か ら 61に 一 覧 で お 示 し を し て お り ま す 。 リ ス ト の 掲 載 に つ き ま し て

は、先ほど申し上げましたアからオの条件を満たす団体が希望されましたら随

時申し込むことができるように、県のホームページ上で必要事項を記入する様

式を添付し、御案内をしております。

事務局からの説明は以上でございます。

○森会長 この「がん患者団体リストの公表」につきまして、何か御質問、それ

から御意見ございませんでしょうか。

○上坂副会長 ちょっとよろしいですか。

○森会長 どうぞ、上坂先生。

○ 上坂 副 会 長 県 の ほ う でこ の リス ト の 公 表 をし て い ただ い たの は 大 変 よ かっ

たというふうに思っております。

１つは、患者会の案内の配架をするときにも、病院側も、ある意味一種の安
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心感を持って配架することができるということがあります。実際がんセンター

でも、この団体については希望があれば配架をさせてもらっています。

それからもう１つ、これは情報提供なんですけれども、このようにリストを

公表していただいたことによって、今週なんですけれども、静岡がんセンター

と、この県内のリストに挙げていただいている患者団体との意見交換会という

のを、第１回目なんですけれども、行なうことにいたしましたので、ここは御

報告までに披露させていただきます。

○森会長 ありがとうございました。

ほかに、リストについて何か御意見はございませんでしょうか。どうぞ、よ

ろしくお願いします。

○ 矢後 委 員 オ レ ン ジ テ ィの 矢 後と 申 し ま す 。女 性 の がん 患 者さ ん を 支 援 する

活動をしています。

まず最初にですけれども、先週、私たちがん患者団体が集まりまして意見交

換会というのを、こちらの県庁で開いていただきました。このような機会を持

ってほしいとずっとお願いしていて、第２回目を開催していただくことができ

ました。そして、今日の協議会についても、事前にレクチャーをしていただい

て、今日も非常にこの会議に臨みやすいというか、意見が出しやすい、気持ち

的にも出しやすいということで、そのような場を持っていただいたことに非常

に感謝申し上げます。

また、その場で、このリストについて、ほかの団体の皆さんとたくさん意見

を交換することができました。

その中で、既に県の担当の皆さんとお話をしたんですが、ここで共有させて

いただきますと、このリストが、なかなか患者さんの目に、今回これは医療者

側向けに作ったというものなんですけれども、患者さんにとっても、こういっ

たリストがすぐに見えるというのはいいことなんじゃないかということで、な

かなかどんな患者団体があるかというのが分かりにくいので、ぜひＡ４ぐらい

の１枚のチラシにして、各施設、特に待合所とかそういったところに置いてい

ただけたら、より私たちの活動を知っていただけるんじゃないかというような

意見も出ましたので、そういったことも併せて各施設で検討していただきたい

なというふうに思っています。
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以上です。

○森会長 矢後委員、ありがとうございました。

こ の 一 般の 患 者 の 人 たち が こう い っ た 団 体を 見 ら れる と いう 工 夫 を 、 県の

ほうで何かしているものがあるんでしょうか。見せられるもの、見せられない

ものがあるのかどうか、ちょっとそれは分かりませんけれども、今言ったのは、

こ れ は 医 療 者 側 の リ ス ト な ん だ け れ ど も 、 患 者 側 に と っ て 目 に つ き や す い と

か、そういった工夫等々、やっていることがあればちょっと言ってください。

○小松疾病対策課長 ありがとうございます。

一 応 今 申し 上 げ て い るこ の 団体 の リ ス ト とい う の も県 の ホー ム ペ ー ジ でも

お示しをしていて、患者の皆様もそうですし、医療の関係の皆さんにもそうで

すし、広く県民の方一般にも周知できるように取り組んでいるところでござい

ます。

また、どんな形で周知していくというようなことを、もし御意見をいただけ

るようであれば、またそういったところを含めて検討させていただきたいと思

います。ありがとうございます。

○森会長 ありがとうございました。

提 供 し ては い る ん で すけ ど 、そ こ が 目 に 届か な い と手 に 届か な い と い うこ

ともありますので、そこら辺は、ちょっとお知恵を聞きながら目に届くように

工夫をしてください。よろしくお願いします。

○小松疾病対策課長 ありがとうございます。

○森会長 どうぞ、星野さん。

○ 星野 委 員 あ け ぼ の 静 岡の 星 野で す 。 本 当 に患 者 会 の団 体 の協 議 会 を や って

いただいて、横のつながり、患者会同士のつながり、私は欠席して副代表に行

ってもらったんですが。

それと今日、委員会の先生方に、あけぼの静岡の新しくできたリーフレット

をちょっと。後ろにホームページにすぐ飛べるようなものを印刷しました。素

人なのであれなんですが。その中に、毎年対がん協会さんと「母の日キャンペ

ーン」ということで、早期発見・早期治療のために街頭に立って毎年静岡駅周

辺でやらせていただいています。

あと、９月の「がん征圧大会」でも早期発見・早期治療の重要性を訴える活
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動をしているんですが、これを機会に、ほかの患者会さんと共同して、それぞ

れの会の特性を尊重しながら、共通の目的を持っていろんな活動をお互いにこ

れからやっていけたらいいなと思っております。会をやってくださってありが

とうございました。

○森会長 ありがとうございました。

ほ か に ござ い ま す で しょ う か。 よ ろ し ゅ うご ざ い ます で しょ う か 。 そ れで

は、次の報告事項に移らせていただきます。

次の報告事項ですけれども、「協定締結企業との連携」につきまして、事務

局から説明をお願いいたします。

○小松疾病対策課長 それでは、報告事項の３番目、「協定締結企業との連携」

につきまして、ご説明をさせていただきます。

スライドの 63を ごらんください。

県 民 と 接す る 機 会 の 多い 業 種や 、 企 業 内 でが ん 検 診の 受 診促 進 に 積 極 的に

取り組んでいる企業や団体と協定を締結し、連携・協働し、啓発資材の作成や、

従業員、顧客に対する啓発などにより、がん検診の受診促進に取り組んでおり

ます。

協定の締結先は、今年度、下線部分の２つの団体が新たに加わりまして、現

在 49の 団体が締結をしていただいているというところでございます。

スライド 64を ご らんください。

取 組 事 例の １ つ と し まし て 、中 外 製 薬 株 式会 社 静 岡支 店 様と の 連 携 に より

まして、デジタル市民公開講座「乳がんについて知っておきたいコト」の動画

を作成し、令和６年 10月 か ら YouTube上 で 公 開をしております。動画では、県

立静岡がんセンターの西村先生に講師をお願いしまして、乳がんとはどのよう

な病気であるのか。なぜ起こるのか。リスクを減らすにはどうすればよいのか。

診 断 と 検 診 は ど の よ う に 行 な わ れ る の か と い っ た 内 容 を 分 か り や す く 紹 介 し

ていただいております。

今後は、市町の住民向けの啓発や学校でのがん教育、あるいは協定を締結し

ている企業での社員向けの啓発などに活用してまいります。

スライド 65を ご らんください。

も う １ つの 取 組 事 例 とい た しま し て 、 日 本生 命 保 険相 互 会社 静 岡 支 社 様と
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の連携により、「がん検診受診勧奨活動」としまして、全国の顧客等を対象に

が ん 検 診 の 重 要 性 を 啓 発 し 、 が ん 検 診 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 を 行 な い ま し

た。アンケート調査は令和６年７月から 11月 まで 行ないまして、その結果は２

月中旬をめどに提供していただくということになっております。

こ う し た内 容 を 踏 ま えま し て、 今 後 の が ん検 診 受 診促 進 の取 組 の 参 考 とし

てまいりたいと考えております。

事務局からの説明は以上でございます。

○森会長 ありがとうございました。

この各種民間の団体の方との連携の話ですけれども、今民間企業の方も、社

会貢献ということで、非常に会社の使命としてそういったことをお考えでいま

す。こういったことも行うんですけれども、実際は、どういったことを行うの

が一番効果的だということの情報を聞きたいというのも企業側にございます。

そういったこともございまして、この企業との連携につきまして、何か皆様方、

ご意見とかご指摘があれば教えていただきたいと思いますけど、いかがでござ

いましょうか。

それでは、引き続き県も、この連携しています、協定を結んでいます企業と

コラボしながら検診等々の啓発に向かっていきたいと思います。皆様方のご協

力をよろしくお願いします。

それでは、次の報告事項に移ります。「静岡県がん登録協議会の設置・開催」

についてでございます。事務局、お願いします。

○小松疾病対策課長 それでは報告４、「静岡県がん登録協議会の設置・開催」

につきまして、御説明をいたします。

スライドの 67を ごらんください。

がん登録等の推進に関する法律の第 18条 第 ２項では、「がん登録情報の利用

若しくは提供を行おうとするときは、あらかじめ、審議会その他の合議制の機

関の意見を聴かなければならない」と規定されておりますことから、昨年３月

に設置要綱を定めました。

また、この第３項では、「審議会その他の合議制の機関の委員その他の構成

員には、がん、がん医療等又はがんの予防に関する学識経験のある者及び個人

情報の保護に関する学識経験のある者が含まれるものとする」と規定されてお
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りますことから、こちらの委員名簿にお示しした皆様に協議会の委員として御

就任をいただいたというところでございます。

スライドの 68を ごらんください。

昨 年 の 12月 に 第 １ 回 の協 議 会を 開 催 し ま して 、 県 から の がん 登 録 情 報 の提

供申出について、御協議をいただきました。

県 か ら のが ん 登 録 情 報の 提 供の 申 出 の 目 的は 、 本 協議 会 で使 用 す る 資 料で

すとか、がん登録事業に係る報告書を作成するためでございまして、審査の結

果、法律等に定められた利用・提供の要件に適合するとして、協議会で承認を

されました。委員の皆様からは、「がん対策を推進するため、データに基づい

た対策を検討するに当たり、こうしたがん登録情報を積極的に活用すべき」と

いった趣旨の御意見もいただきました。

承認をいただいたことを踏まえまして、今後、全国がん登録制度が開始され

た 2016年 か ら、最新の情報確定年度でございます 2020年 の 症 例につきまして、

グラフや表を用いた報告書を作成してまいります。

今後、がん登録情報の提供申出がありました場合には、こちらの下段のスケ

ジュールにもありますとおり、最大で年３回協議会を開催し、御協議をいただ

く予定となっております。

事務局からの説明は以上です。

○森会長 ありがとうございました。

がん登録協議会ということにつきまして、皆様方、詳細はご存じという前提

でよろしゅうございますでしょうか。

それは前提として、この協議会に望むこととか、付け加えてお話ししたいよ

うなことがございましたら、ここでお話をお伺いいたしますけれども、いかが

で し ょ う か 。 こ の ま ま 協 議 会 を 進 め て い く と い う 報 告 だ け に な り ま す け れ ど

も、よろしゅうございますでしょうか。

それでは、そのまま進めさせていただきます。

続きまして、これが５番目ですね。最後の報告になります。「 HPVワ ク チン

キャッチアップ接種経過措置」というものにつきまして報告をいたします。よ

ろしくお願いいたします。

○塩津感染症対策課長 感染症対策課の塩津でございます。
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私のほうから、報告５、「 HPVワ ク チンキャッチアップ接種経過措置」に関

して報告をさせていただきます。

HPVワ ク チンにつきましては、平成 25年 か ら定期接種になってございました

が、その年の６月に個別の積極的勧奨が差し控えられたという時期がございま

した。安全性を確認いたしまして、令和４年４月から積極的勧奨を再開してご

ざいますけれども、その勧奨を差し控えていた当時に接種対象になっていた方

々に対するキャッチアップ接種が経過措置として設けられております。

当 初 は 今年 度 い っ ぱ いで キ ャッ チ ア ッ プ 接種 が 終 了と い うこ と に な っ てお

ったのでございますけれども、これが、ワクチンの需要の増加に伴う在庫量の

低下等もございまして、キャッチアップ接種の終了が１年間経過措置として延

長になりまして、今年度中に１回接種した方に関しては来年度いっぱい接種の

対象になるというのが、今回新たに国のほうから追加をされたものでございま

す。

このキャッチアップ接種の対象者は、今年度でいいますと、平成９年、1997

年 生 ま れの方から、定期接種の対象から外れた方、平成 19年 、2007年 生 まれの

方 ま で が 対 象 に な っ て ご ざ い ま す 。 こ れ を １ 年 延 長 す る と い う 形 に な り ま し

た。これは、各地方からも国に対してキャッチアップ接種の期間の延長の要望

等を出しておりましたが、それが一部実現をしたという状況でございます。

報告５の 71ペ ージ をごらんいただきますと、現状、それから今後の対応につい

てでございます。

今 後 の 県の 対 応 に つ きま し ては 、 こ う い った キ ャ ッチ ア ップ 接 種 が 延 長さ

れることに関しまして、県民の皆様、それから市町、企業等へ県のほうからも

積極的な周知をしていきたいというふうに考えているところでございます。

これは当初、今年度いっぱいという時期にも、小児学会、産婦人科医会等とも

協力をいたしまして動画を作成をして YouTubeで 流 し た り、あとは各郡市医師

会さんと協力をいたしまして、勧奨のチラシを作成して、それをクリニックで

配っていただいたりといった取組もさせていただきました。

そういった結果もございまして、４にございますけれども、 HPVワ ク チンの

キャッチアップ接種の状況についてでございますが、令和６年に入りまして急

激に実績が伸びてございます。こちらにありますように、ほぼ３倍、４倍とい
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う伸びになってございまして、一番下、キャッチアップ接種の接種率が、令和

６年の上半期終了時点で 22.6％ と いう計算が出てございます。ただ、これは、

キャッチアップ接種の対象になる年代全体に対しまして、１回目のキャッチア

ップ接種をした方の数で計算をすると 22.6％ と いう数値になります。

ただ、この世代は、上の方に関しましては、定期接種になる前の国の基金事

業で各市町でやっていただいた世代の方も含まれておりますし、また一番下、

若い世代に関しましては、３月までが定期接種の対象だった方も入ってござい

ますので、そういった定期接種、それから基金事業で行なった方の接種数と計

算をしていきますと、若干年代によってばらつきはあるんですけれども、おお

むね 40％ 程度 までは接種率が上がっているのかなと。ここは本当に今年度に入

りまして急激に増加をしたところでございます。

ですので、我々といたしましては、今年度中に１回目の接種をしていただく

というところを目標に、引き続き周知を図ってまいりたいというふうに思って

ございます。

私のほうからは以上です。

○森会長 ありがとうございました。

HPVワ ク チンのキャッチアップの経過措置についてお話ししました。そのこ

と自体もそうなんですけれども、この HPVワ ク チンにつきましては様々なこと

がございましたので、それに関連することなら何でも結構でございます。

どうぞよろしくお願いします。田中先生。

○ 田中 委 員 こ の ワ ク チ ンに つ いて も 、 や は り啓 発 が 必要 な んで す と い う こと

で、今年度、私ども市のほうで、ようやく教育委員会のほうを説得いたしまし

て、小学校６年生、あと中学校も対象になりますので、この初等教育のところ

で、市のパンフレットを学校から直接配っていただくということでご理解をい

ただきました。

何分にも８年間のブランクということで、現在罹患者が２万人近く、死亡者

が 4,000人 近 いということで、既にもうこのワクチンを使っていた国のほとん

どでは、子宮頸がんの撲滅を宣言してもいいんじゃないかというところまで出

てきている中で、非常に我が国の対応が遅れているということで、ぜひ県にお

かれましても、初等教育のところ。これを見ますと、高校、大学のところは書
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いてあるんですが、やはり小・中学校に対しましても、そういった過去の誤解

を解いていただきまして、普及にお力添えをいただければと思います。よろし

くお願いいたします。

○森会長 今の初等教育について、県のほうで何か意見を言えますか。言える範

囲でいいです。

○ 塩津 感 染 症対 策 課 長 今田 中 委員 か ら い た だい た 、 初等 教 育の 部 分 で ご ざい

ますが、なかなかこれに関しましては、ワクチン全体に対する一般の方々の安

全性に関する部分。これは HPVだ け で はなくて、コロナワクチンの際にもいろ

いろと御疑念が出たというところもございます。昨年は、レプリコンワクチン

と い う コ ロ ナ ワ ク チ ン の 新 た な 種 類 に つ い て も い ろ ん な 御 意 見 を い た だ い た

ところがございます。

こういったところを、やはり県として、安全性も含めて引き続き注意喚起を

し て い く 必 要 が あ る の か な と 思 っ て ご ざ い ま す の で 、 初 等 教 育 の 場 に つ い て

も、どのような取組が県としてできるのか。ちょっとこれに関しては、市町の

皆 様 と い ろ い ろ と 意 見 を 交 換 さ せ て い た だ き な が ら 新 た な 取 組 を 考 え て い け

ればなというふうに思ってございます。

それから、すみません。私のほうで先ほどちょっと触れるのを忘れていまし

たのが、本日お配りしている資料に、静岡社会健康医学大学院大学のニュース

レターをおつけしてございます。こちらのほうにも、 HPVワ ク チ ンのキャッチ

アップに関する大学等と連携した取組について、これは大学院大学の溝田先生

が主体的に取り組んでいただいた内容もつけてございますので、こういった取

組も、県、それから大学院大学のほうで取り組んでいるということも、またご

理解いただければというふうに思います。ありがとうございます。

○森会長 ありがとうございました。どうぞ、毛利さん。

○ 毛利 委 員 ワ ク チ ン と いう の は基 本 的 に は 副反 応 は ある と 。そ の 程 度 だ けだ

と思っているので、そこら辺は十分認識した上で、自己責任の下である程度打

たないといけないんですが、実際最初、平成 25年 頃 に疼痛とかいろんな副反応

があったように書いてありますけれども、今キャッチアップでやられていると

きに、その副反応というのはどの程度出たのか出ないのか。そのあたりをやっ

ぱりつまびらかに県民にも周知して、「安心できるワクチンですよ」と。コロ
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ナのときも、ワクチンを全く拒否する団体がいろんなところ、日本でもあった

し、外国ではもっと強くあったと思うんですけれども、そういったところを、

やっぱりある程度フェアな形で推進していくというものを、どういう形で、だ

から、今回このキャッチアップでやったときに副反応はほとんどなかったとい

うのであれば、ほとんどなかったということをやっぱり県民に周知すべきだと

思いますし、あったらあったで、どういうところであって、それはどういう問

題があったのかということをはっきり明確にすべきだと思います。

あと、このキャッチアップ接種の経過措置をやるという、この後は引き続き

やるという理解でいいんですよね。

○森会長 事務局、どうぞ。

○塩津感染症対策課長 ありがとうございます。

引き続きやるというのは、定期接種としてということですね。

○毛利委員 そうそう。

○ 塩津 感 染 症対 策 課 長 これ は もう 、 引 き 続 き定 期 接 種と し て実 施 を し て まい

ります。

そ れ か ら、 毛 利 委 員 から 御 意見 の あ っ た 前段 の 安 全性 に つい て で ご ざ いま

すけれども、これは国、それから PMDAの ほ う でも、ワクチンの安全性について

は継続して調査をしてございまして、例えば国の研究班が HPVワ ク チ ンの安全

性に関するフォローアップの研究などもしております。これは毎月毎月、その

月のワクチンの出荷数であるとか、それから拠点になるような 74の 医療 機関で

の、 HPVワ ク チンを打った後の症状で受診をされた患者さんの数。こういった

ものも定期的にウォッチをしてございますけれども、接種者数が増えていると

いうことがございまして、新規の患者さんの数は、例えば昨年の 10月 です と、

74施 設 で 57名 新規の患者さんが出ておりますけれども、その比率以上にワクチ

ンの出荷数が増えてございますので、接種者の数と比べると、こういった副反

応 と い う こ と で 病 院 に か か る 患 者 さ ん の 数 は 増 え て い な い と い う の が 現 状 で

ございます。

これらに関しましては、国も県のほうも、こういったことに関しては情報発

信をしていきたいと思っていますので、引き続き我々も努めてまいりたいとい

うふうに考えてございます。
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○森会長 よろしゅうございますか。じゃ、田中さん、改めましてどうぞ。

○ 田中 委 員 今 毛 利 先 生 から 言 われ た よ う に 、や は り 安全 に 関す る 情 報 を どう

出していくのかということなんですけれども、今事務局からもありましたが、

国のほうでも、AMEDを 使 いましてワクチンのコホートを行なっております。本

市はその研究のほうに協力をいたしまして、ワクチンを打った人だけを追いか

けていくと必ず副反応は出ちゃうんですね。ですから、打たなかった群と打っ

た 群 と コ ホ ー ト で 追 い か け る と い う 研 究 班 の ほ う に 本 市 は 協 力 を し て お り ま

す。

ぜひ、 Nナ ン バーを稼ぎたいということで研究者は言っておりますので、も

し関連の市町のほうでも、そういうワクチンのコホート。打った人と打たなか

った人で安全性をちゃんと追いかけていく。やはりこれをやらないと、結局打

った人だけ追いかけていけば何か出てしまうので、これは全部危険だと捉えち

ゃうんですね。ですから、ぜひそういった御協力をいただけるところは、宣伝

しているわけじゃないんですけど、本市のほうで参加している研究機関を紹介

させていただきますので、ぜひ県内のほうでも幾つか御協力いただけるところ

があれば、御相談いただければと思います。

○森会長 ありがとうございました。

上坂副会長から何かございますか。 HPVに 関 し て。

○上坂副会長 今出た御意見以上のものは、私のほうからは特にないんですが、

いずれにせよ、およそ先進国で、いまだに頸がんの死亡者が増えているのは日

本だけなんですね。先ほど御紹介もありましたように、もう撲滅宣言をしても

いいんじゃないかという国もありますので、これはぜひ積極的に宣伝をして、

打っていただけるというふうにしていただきたいと思っております。

○森会長 事務局から何か追加でありますか。いいですか。分かりました。あり

がとうございました。

ほかに、 HPVに 関 す ることで。じゃ、富永委員。

○富永委員 富永です。具体的なことじゃなくて、全体の話でよろしいですか。

この大綱を進めていく上での枠組みというか、体制の問題について、ちょっと

一言意見を申し上げたいと思うんですけれども、この大綱を進めていくのは、

具体的には県の疾病対策課のがん対策室が中心になって、ものすごく僕は頑張
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ってくれていると思います。

それはそれで多とするわけでありますけれども、大ざっぱに言いますと、こ

れはすごく大きなプロジェクトでありまして、これをやっていく上では、県だ

けでなくて、やっぱり県警、あるいは県教委ですね。そういったところが一体

となって、要するに県の行政機関を挙げて取り組まないと、なかなか目標が達

成できないプロジェクトだと思うんですね。

例えば、青少年の喫煙と学校のがん教育の実施状況なんかを見ましても、本

日の資料で協議事項の９ページに「がん教育の実施」という項目がございます

けれども、これは最新値で 2022年 で 51.1％ な んですね。これは要するに半分と

いうことなんです。ちょっとこれは低いんじゃないでしょうか。学校でがん教

育が必要だということは誰でも分かっていることでありまして、こういうこと

は、県教委なり市町の教育委員会なりが、もう少し各学校に指示をして実施に

力を入れていただければ、もっとこの数値は上がるんじゃないかなと思うんで

すね。

それから、県警について言いますと、協議事項の 13ペ ー ジにもございます補

導学生数なんですけれども、これが 2023年 は 766人 、2022年 は 826人 で 、要する

に１年間で 60人 しか 減っていないんですね。これは、もちろん学校の補導、あ

るいは警察の補導、各種あると思うんですけれども、もう少し学校とか警察が

連 携 し て 青 少 年 の 喫 煙 防 止 に 取 り 組 め ば 数 字 は 違 っ て く る ん じ ゃ な い か な と

いう気がいたします。

学校のがん教育につきましては、国のがん対策推進基本計画で「外部講師の

活用をしなさい」ということがうたわれているわけなんですね。それにもかか

わらず、本県の数字を見ますと、小・中・高全体で、実施したのは 19.1％ と い

う数字なんですね。これは全国平均の 12.4％ よ りは上回っているわけではあり

ますけれども、決して高い数字ではなくて、この数字なんかは、県教委や市町

の 教 委 が ち ょ っ と 頑 張 れ ば も う 少 し 高 め ら れ る の で は な い か な と い う よ う な

気がいたします。

ということで、この計画、大綱を進めていく上で、そういった視点を持って

やっていかれたらどうかなという感じがいたしましたので、一言意見として申

し上げました。
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以上です。

○森会長 富永委員、ありがとうございました。

先ほど溝渕委員からもありましたように、この進捗をするには、我々でいう

ところの健康福祉部だけでは成り立たないといいますか、それこそ暮らしの話

もありますし、今おっしゃられたように、教育委員会、それから警察等々、様

々 な 機 関 と 協 力 し な が ら や っ て い か な け れ ば な ら な い も の だ と い う 問 題 意 識

はこちらも持っておりますので、なるべく効果的に、それらの組織と一体にな

って行えるように、これからも努力していきたいと思います。私のほうからも

事務局にそういったことを申し伝えたいというふうに思います。ありがとうご

ざいます。

今ちょうど富永委員からもありましたように、個々の課題、個々の報告事項

にかかわらず、最初の協議事項も含めまして、この協議に関しましての御意見

があれば挙手をお願いしたいというふうに思いますけど。

どうぞ、平野さん。

○平野委員 歯科医師会の平野です。よろしくお願いします。

我々としましては、今日、上坂総長がお見えになりますが、もうここ長年に

わたりまして、本当に静岡がんセンターを軸にして、医科歯科連携の推進委員

会を設置し、まず医科歯科連携の課題ですね。それから、あと口腔外科や病院

歯 科 の 設 置 さ れ て い な い 地 域 医 療 支 援 病 院 と の 医 科 歯 科 連 携 の 体 制 も 進 め て

まいりました。

そして、がん拠点の病院の内外の歯科医師ですね。口腔外科医を含め、内外

の歯科医師との強化を図ってきています。なかなか速やかに整備されていくも

のではありませんが、ここ数年で少しずつ、医科歯科連携、病院と診療所との

連携が構築されてきていると思っています。

我々は歯科ですので、当然周術期の口腔ケアや口腔衛生管理、それから口腔

機能を保持していくということが一番ですが、やはり患者さんが診療というか

治療を開始する前から、我々の予防的な歯科的介入も本当に必要だなというこ

とを痛感しています。やはり歯科的な支持療法や緩和療法を含めて、がん患者

さんは歯や口に関連するトラブルも非常に少なくありません。

我々は本当に、このがん患者さん等の連携をもって、患者さんの QOLだ け に
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直結しているわけではなくて、薬剤師の先生方を含め、医科の先生方の治療に

対して少しでも一助になるということを目指して、歯科の立ち位置を強くして

いきたいと思っていますので、ぜひ医科、薬科、もちろん行政の皆さんには、

こ の 歯 科 と い う 位 置 づ け を も う 少 し 認 識 を し て い た だ い て 進 め て い き た い な

と思っていますので、よろしくお願いいたします。

○森会長 ありがとうございました。

事務局からありますか。医科と歯科は、本県の場合は非常に連携ができてい

るというふうに伺っておりますし、歯科の皆様方のご協力、本当にありがとう

ございます。引き続き、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

ちょうど今、薬剤師会の岡田先生。

○岡田委員 ご指名ありがとうございます。薬剤師会の岡田でございます。

今、平野会長からお話しいただきました医科歯科連携とともに、医薬分業が

もう 75％ とい う数字を超えている中で、やっぱり医科と薬科と、もちろん歯科

との三師の連携というのが非常に必要になってくる。

また、これから介護というものが増えてきたときに、看護師の先生方とも協

調しながら対応するんですが、県内にも会員の薬局だけでも 1,500、 非 会 員を

合わせれば 2,000の 薬 局・ドラッグストアとかがございます。啓蒙活動等に関

しまして薬局等に協力を依頼していただければ、それに対してはやぶさかでは

ございませんので、とにかくがん検診の啓蒙等に関して御協力できればという

ふうに考えております。

以上でございます。

○森会長 ありがとうございました。

ほかに御意見、何でも結構でございます。関連することであれば。何かござ

いませんか。

どうぞ、よろしくお願いします。

○ 矢後 委 員 が ん 教 育 と 支持 療 法の こ と に つ いて ち ょ っと お 聞き し た い ん です

けれども、先ほども富永委員からがん教育についてご発言がありましたけれど

も、本当に私たちのような体験者の外部講師は、外部講師の中でも特に数字が

少ないという印象があります。

そ れ に つき ま し て は 、教 育 委員 会 の 皆 様 が本 当 に 努力 を され て き て く ださ
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っていると思うんですけれども、前回この協議会で教育委員会の方から、私た

ちが受けられるような研修会の案内を、私たちが分かるように送っていただき

たいというふうにお願いをしましたところ、今年度、研修会の御案内を３回い

ただきまして、私も参加することができましたことを、まずここでお礼を申し

上げたいと思います。

外部講師のリストの作成についても、その研修会の中で参加者と一緒に「ど

うしたらいいものができるだろうか」「どうしたら届くだろうか」。また、プ

ラ イ バ シ ー の 問 題 な ど も 含 め ま し て 皆 さ ん で 意 見 を 出 し 合 う こ と が で き ま し

たので、これがよい形で提供できるといいのかなということを期待しておりま

す。

それと、参加した研修会が、特に最初の研修会は、養護教諭の先生方が中心

となるような研修会だったこともあると思うんですけれども、平日の日中の研

修なんですよね。なかなか私たち、がん経験者といっても普通に働いている人

が多くて、働く世代、現役世代であることも多いので、やはり通院の方もいら

っしゃいますし、お仕事もあって、なかなか参加が難しいのではないかという

ふうに感じています。興味があってもなかなか学ぶ場がないとなると、外部講

師 を 増 や す と い う こ と も 難 し い の で は な い か な と い う ふ う に 思 っ て い ま す の

で、やはり日中の場合は、例えばオンラインを同時に開催していただくとか、

オンラインも日中に見るのは難しいという方もいらっしゃると思うので、その

録画をアーカイブで見せていただくとか、そういった形で研修を受けさせてい

ただくような形にしていただくと、少しでも外部講師が増えるんじゃないかな

というふうに考えていますが、そのようなことはご検討いただけますでしょう

か。

○ 森会 長 でき る こ と は やり た いと 思 い ま す 。 DX化 等 々 で そ うい っ た こ と が改

善できるのであれば。そのもの自体にどういった課題があるかどうかは別とし

まして、できることはやりたいというふうに思います。

事務局から何かございますか。

○ 夏目 健 康 体育 課 長 教 育委 員 会健 康 体 育 課 の夏 目 で ござ い ます 。 あ り が とう

ございます。

私 ど も とし ま し て も 、そ う いっ た 研 修 会 等に 多 く の方 々 が御 参 加 で き るよ
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うな対応を考えていきたいと思っております。先ほど申された録画の配信等々

を含めて検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○矢後委員 ありがとうございます。

もう１つよろしいでしょうか。支持療法につきまして、スライド 27の ところ

に「ストーマ外来及びリンパ浮腫外来を整備します」ということで施設の数が

掲載されています。ストーマとリンパ浮腫を必要とされる方はそれぞれ違うと

思うんですけれども、これは一緒になっていると、リンパ浮腫って幾つなのか

なとか、ちょっとこの数字の見方が分からないんですけれども。それぞれなの

か、両方そろっていないと施設として挙げられていないのか。ちょっと見方を

まず確認させてください。

それと、スライド 26で すね。１個戻りますけれども、こちらのほうに、リン

パ ド レ ナ ー ジ の 技 術 の 習 得 の た め の 研 修 を 行 な っ た と い う ふ う に 書 か れ て い

るんですけれども、こちらは訪問看護ステーションの看護師が対象となってい

るというふうに書かれています。実際私たち婦人科がんとか乳がんの患者さん

の場合は、終末期だとかそういったことではなくて、治療後の生活の QOLを 低

下させるような、その後のお仕事だとかそういったことに戻るときに、このリ

ンパ浮腫で悩んでいるという方がたくさんいらっしゃいます。

こ の 問 題は 、 本 当 に 私た ち が活 動 を 始 め た 20年 前 か ら ず っと 同 じ 声 が 届い

ていて、「本当に相談するところがない」とか「ケアがすごく難しい」という

ことを聞いていますので、訪問看護ステーションだけではなくて、一般の病棟

というか、看護師さんにも研修があるといいのかなと思うんですけれども、そ

のような研修の計画があるのかということをお聞きしたいです。

私たちの会は、このリンパ浮腫について本当にずっと取り組んできました。

患者さん向けだけではなくて、医療従事者向けの研修会も毎年１回静岡市で行

なっています。これはとても質の高い講習会となっていまして、たくさんの方

に参加していただいているんですけれども、今年度、参加がとても少なくなっ

てしまって、しっかりと周知ができなかったなというふうに思っています。チ

ラシを配布しているんですけれども、病院によってはチラシが配布できないと

いうふうなお返事をいただく場合もあったので、こちらのほうも周知に協力を

していただければうれしいなと思っています。



－ 42 －

以上です。

○森会長 即答できるか分かりませんが、１つの質問と１つの要望ですかね。２

つの要素がありましたけど、事務局で答えられますか。よろしくお願いします。

○ 小松 疾 病 対策 課 長 先 ほど の 最初 の 質 問 で 、ス ト ー マ外 来 を設 置 し て い る医

療機関は全部で 19に なります。リンパ浮腫外来を設置している医療機関は 13と

い う こ と に な り ま し て 、 両 方 設 置 し て い る の が 12施 設 と い う こ と で ご ざ い ま

す。

も う １ つの 研 修 の ほ うの 要 望と い う 話 に つき ま し ては 、 ちょ っ と 今 す ぐに

はお答えできませんけれども、また御相談させていただきたいと思います。あ

りがとうございます。

○森会長 よろしゅうございますか。

○矢後委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

○上坂副会長 １つよろしいですか。

○森会長 どうぞ、上坂委員。

○ 上坂 副 会 長 今 の 支 持 療法 の 推進 の と こ ろ で、 ス ト ーマ 外 来と リ ン パ 浮 腫外

来ということで挙げられているんですけれども、支持療法はどんどん内容も充

実されて、実際サポーティブケア学会とか大きな学会もできて、そこでのガイ

ドラインも幾つもできているんですね。

したがって、この２つを取り上げていればいいかというのも、今御指摘いた

だいて改めて思いました。例えば、ストーマの外来を持っているところは多い

と 思 う ん で す が 、 リ ン パ 浮 腫 外 来 と い う と な か な か 難 し い と こ ろ も あ り ま す

ね。例えば静岡がんセンターもリンパ浮腫外来を持っているかと言われると、

やっているのはリハビリ科と形成外科でやっているんですけれども、固有の外

来として開いていないんですね。御相談があると、そちらへ誘導していると。

しかしながら、支持療法センターというセンターは開設していて、様々な御相

談や、あるいは指導もしているので、ちょっとこのあたりの、どういう要素を

拾ってくるかというのも、次のときには一度見直したほうがいいかなというふ

うに、改めて今お話を聞いて思いました。

○森会長 どうぞ、よろしくお願いします。

○ 溝渕 委 員 が ん の 就 労 支援 の 立場 か ら 民 間 企業 と し て出 席 して い る わ け なん
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ですけれども、民間企業の立場から申し上げれば、今回の会議でも、重要なが

ん対策の健康診断がなかなか上がらないというお話の中で、三島の副市長の鈴

木委員からもご意見があったんですけれども、民間企業からすれば、問題が明

確になっていると。その問題をはっきり明示するためには、例えば、他の市が

どういうことをやっているかといったことを明示しないと、どうしても県庁の

立場からすれば、あまりそういったドラスティックなことはやりたくないとい

うのも分かるんですけれども、やっぱり成功している市町村、うまくいかない

市町村、何が問題かということは、こういうことを比較すれば明示されるわけ

なんですよね。そこをもう少し突っ込まないと、いい意見もなかなかクリエイ

ティブに出てこないと。マイナスのものはどうしても隠そうとすると。そこら

辺を、やはり静岡県のがん対策委員会、長年出席させていただいていると思う

んですけれども、非常に県が主導権を握って、特に静岡は、がんセンターのよ

うな国を代表する意見を言える医療機関が出席しているこの会議で、もう少し

県の立場から、市町村の奮わないところ、いいところはもっとオープンにして、

いいところはどんどん参考にすると。そういった点をもっと取り上げてもいい

んじゃないだろうかと。

例えば、がんの就労支援についても、初期の段階ではそれを積極的にやって

くれる企業については、がん就労の支援企業とか、そういうようなプレートを

出したらどうかということもあったんですけれども、やっぱり健康診断につい

ても、なかなか職員の立場からは、経営者の感覚で、がんの就労支援を含めて

の健康診断が会社でなかなかやってくれないと。そういうのは一民間人からで

は言えないわけですよね。そういったところをやはり県が、企業内の健康診断

を 積 極 的 に や っ て い る 企 業 に つ い て は あ る 程 度 イ ン セ ン テ ィ ブ の 評 価 を す る

とか、そういったことをやっていかないと、最後の結末のいい結果がなかなか

できにくいのではないかなと。そういうことを今日の会議の中で感じましたの

で、ちょっと僣越ながら申し上げさせていただきました。

○森会長 ありがとうございました。

推 進 す るた め に ド ラ ステ ィ ック な こ と は しな い と いう こ とは な い と い うこ

とで、どんなことも積極的にやりたいというふうに思います。皆様方の積極的

な意見をいただいて、こちらも積極的に改善に向かっていきたいというふうに
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思いますので、よろしくお願いいたします。

どうぞ、池田さん。

○池田委員 すみません。今のお話で、ほかのいい例ということで、１つ情報提

供にもなるんですけど。私、こども病院の小児がんの親の会の池田でございま

す。

い つ も 県の ほ う で い ろい ろ 御支 援 を い た だい て い まし て 、今 回 の 推 進 計画

の 30ペ ー ジには AYA世 代 のがんについての取組も明記をされていて、これも感

謝するところなんですけれども、今小児がんって、治る時代になってきていま

す。 AYA世 代 というと、小さい子から、もう少し成人期への移行の時代ですけ

れども、実は AYA世 代 が んの発症リスクが高いのは、小児がんで強い治療を受

けてきたサバイバーなんですね。１回治ったけれども、ものすごく再発の危険

とか二次がんの危険とかというのがあって、１回治ったといっても、みんなお

びえながら生きているのが、正直そういった状況の中で生きているわけです。

それに対して長期フォローアップとか、それとか今こども病院でも、移行期

医療に非常に県のほうでも力を入れていただいているんですけれども、それは

ありがたいんですけれども、今言った他市の例で、横浜市では、そういった小

児がんの経験者向けの、検査項目を絞った安い料金の人間ドックを去年の暮れ

から始めているんですね。これは患者、それから家族にとってはすごくいいシ

ステムで、今日のこの会議でも、毛利先生とか田内先生から「がん検診でも項

目を絞った検査ができればいいな」というお話があったんですけれども、やっ

ぱ り 小 児 が ん で そ う い っ た 例 を も う 実 際 や っ て い る と こ ろ も あ る も の で す か

ら、そういったところもぜひ参考にしていただいて静岡モデルをつくっていた

だければいいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。

○森会長 ありがとうございました。

その点につきましては、各先生からもいただいておりますので、事務局のほ

う、よろしくお願いします。

ほ か に ござ い ま す で しょ う か。 も う そ ろ そろ 出 切 った と いう こ と で よ ろし

ゅうございますでしょうか。よろしいですね。

そ れ で は終 了 さ せ て いた だ きた い と い う ふう に 思 いま す 。本 日 の 協 議 はこ

れまでとさせていただきます。
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本日は皆様方、お忙しい中、お集まりいただきまして、貴重な御意見をいた

だききました。多方面にわたりまして意見をいただきましたので、これは十分

に集約させていただきまして、県の方針に生かしていきたいというふうに思っ

ております。引き続き皆様方のご助言、どうぞよろしくお願いしたいと思いま

す。

予 定 し てお り ま し た 議事 、 １つ の 協 議 と ５つ の 報 告事 項 が終 わ り ま し たの

で、マイクを事務局に返します。よろしくお願いします。

○司会 森会長、ありがとうございました。

委 員 の 皆様 に お か れ まし て は、 長 時 間 に わた り 御 協議 い ただ き 誠 に あ りが

とうございました。

以 上 を もち ま し て 、 令和 ６ 年度 第 ２ 回 静 岡県 が ん 対策 推 進協 議 会 を 閉 会い

たします。皆様ありがとうございました。

午後４時56分閉会


